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評議員及び役員の報酬並びに費用に関する規程

制定 平成２６年４月１日

第１章 総 則

（目 的）

第１条 一般財団法人日本車両検査協会（以下「本協会」という。）の定款第１３

条に基づく評議員の報酬及び費用並びに定款第３０条に基づく役員の報酬及び

費用については、この規程の定めるところによる。

（定 義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。

（１）評議員とは、本協会の評議員をいう。

（２）常勤役員とは、本協会の職務に常時あたる役員をいう。

（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。

（４）報酬等とは、報酬、賞与その他の職務の対価として受け取る財産上の利益

及び退任慰労金をいう。

（５）費用とは、評議員及び役員が職務を行うために要する交通費、通勤手当、

旅費（日当、宿泊費を含む。）等の経費をいう。

（支 給）

第３条 評議員には、報酬及び費用を支給することができる。

２ 役員には、報酬、退任慰労金及び費用を支給することができる。

第２章 報 酬

（評議員の報酬）

第４条 評議員には、各年度の総額が２００万円を超えない範囲で報酬を支給する

ことができる。

２ 評議員には、１日当たり５０，０００円の範囲内で評議員会で定めた額をもと

に、勤務日数に応じて報酬を支給する。

（役員の報酬）

第５条 役員には、評議員会で定めた各年度の総額の範囲内で報酬を支給すること
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ができる。

（常勤役員の報酬）

第６条 常勤役員の報酬は、次の役職別の年額報酬の範囲内で、理事会の承認を受

けて、理事長がこれを定める。

  理事長 １６，０００千円

  専務理事 １５，０００千円

  常務理事 １３，５００千円

  理  事 １３，０００千円

  監  事 １２，０００千円

２ 前項の理事長が定めた年額報酬を１２で除した額を毎月支給する。

３ 前項の支給の日（以下「支給日）という。）は、２５日とする。ただし、２５

日が休日に当たる場合は、直近の休日でない日に繰り上げる。

４ 常勤役員には、就任した日から退任した日までの期間（再任された場合は通算

する。）の月数（端数がある場合は切り上げる。）に応じて、報酬を支給する。

５．常勤役員に新規に就任した日が、月の初日から１５日までの場合は当該月の支

給日から支給を開始し、月の１６日から末日までの場合は当該月の翌月の支給日

から支給を開始する。

（非常勤役員の報酬）

第７条 非常勤の理事長、専務理事及び常務理事には１日当たり５０，０００円の

範囲内で、これら以外の非常勤の役員には１日当たり３０，０００円の範囲内で、

理事会の承認を受けて理事長が定めた額をもとに、勤務日数に応じて報酬を支給

する。

     第３章 退任慰労金

（退任慰労金）

第８条 在任６月以上の常勤役員が次の各号の一に該当するときは、本人又はその

遺族に対して退任慰労金を支給する。ただし、定款第２９条の規定により解任さ

れたときはこの限りでない。

  （１）任期満了により退任したとき

  （２）本協会の都合により退任したとき

  （３）死亡により退任したとき

  （４）負傷又は疾病により退任したとき

  （５）自己の都合により退任したとき
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（死亡時の退任慰労金）

第９条 本人が死亡した場合の退任慰労金は、次の順位により支給するものとす

る。

  （１）本人の遺言又はあらかじめ書面をもって本協会に対して退任慰労金を受け

取る者を指定したときは、その指定された者

  （２）前号以外の場合は、労働基準法施行規則第４２条から第４５条までの規定

に掲げる者

（退任慰労金の支給額）

第１０条 退任慰労金の支給額は、退任時における年額報酬を１５で除した額を支

給基準として在任月数を乗じ、さらに次の各号の区分による割合を乗じて得た

額以内とする。ただし、在任月数に当該割合を乗じて得た倍率が２５を超える

場合は、２５をもって上限とする。

  （１）在任６月以上１年未満の者   １００分の１５

  （２）在任１年以上２年未満の者     １００分の２０

  （３）在任２年以上の者           １００分の２５

（在任月数）

第１１条 在任月数は、次の各号により計算する。

  （１）月の端数は１月として月数に算入する。

  （２）再任の場合は通算する。

（３）同一人が理事又は監事を退任した後、引続き他の役職に就任し、退任した

場合は、それぞれの役職の在任月数別に計算するものとする。

（特別功労金）

第１２条 理事長は、在任中特に功績があった者が退任したときは、評議員会の同

意を得て、退任慰労金として特別功労金を併せて支給することができる。

（支給日）

第１３条 退任慰労金は、原則として退任日から７日以内に支払うものとする。

第４章 費 用

（旅 費）

第１４条 評議員及び役員が本協会の用務を帯びて旅行するときは、旅費とし

て、国内旅費及び外国旅費を支給することができる。ただし、旅費の一部を本

協会以外の者が負担する場合は、当該部分についてはこの限りでない。

（国内旅費）
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第１５条 国内旅費は、交通費、日当及び宿泊料とする。

２ 交通費は、実費で支給することができる。なお、国内において２００キロメ

ートル以上の場合、列車についてはグリーン車を、船舶については特等を利用

することができる。

３ 日当として７，０００円を支給することができる。ただし、評議員会又は理

事会に出席した評議員又は役員で、報酬を受ける者についてはこの限りでない。

４ 宿泊料として１泊につき１３，０００円を支給することができる。

（外国旅費）

第１６条 外国旅費は、運賃、日当、宿泊料、支度料及び旅行雑費とする。

２ 運賃は、最も経済的な経路及び方法による最短旅程の実費とし、次のとおり

とする。

（１）航空運賃は最上級の直近下位級の運賃

（２）鉄道運賃は最上級の運賃

（３）運賃に等級のない場合は所定の運賃

３ 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じて次のとおりとする。ただし、

機内泊については支給しない。なお、Ａ地域とは、アメリカ、ヨーロッパ、オ

ーストラリア及びカナダとし、Ｂ地域とは、Ａ地域以外の地域とする。

区分 日当 宿泊料

Ａ地域 ７，９００円 ２４，２００円

Ｂ地域 ６，３００円 １９，４００円

４ 支度料は、旅行期間に応じて、次のとおりとする。ただし、過去５年以内に

本協会から支度料を受けた者については支度料を支給しないものとするが、過

去に４日以上７日以内の支度料を受けた者が８日以上の旅行をする場合はその

差額を支給する。

旅行期間 支度料

４日未満 支給しない。

４日以上７日以内 ９０，０００円

８日以上 １２０，０００円

５ 旅行雑費は、予防注射料、旅券の交付及び査証に必要な手数料、入国税、空

港利用料、外貨交換手数料、旅行傷害保険料並びに業務上必要な物品の購入等

の実費額とする。

（就業規則の準用）

第１７条 赴任旅費については、就業規則第４３条を準用する。ただし、転勤取

扱内規の規定は準用しない。

２ この規程に定めのない事項については就業規則第４２条を準用する。
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（特 例）

第１８条 やむえない事情により、前条までの規定を適用することが困難と認め

られる場合は、理事長が決定するものとする。

（通勤費）

第１９条 常勤の役員に対して、通勤費を支給することができる。

第５章 その他

（内 規）

第２０条 この規程の実施に必要な事項は理事長が別に定める。

     附 則

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２５年３月３１日に財団法人日本車両検査協会（以下「旧法人」という。）

の役員として在任していた者であって、引き続き本協会の役員となった者につい

ては、旧法人の役員として在任していた期間は、本協会の役員として在任した期

間とみなしてこの規程を適用する。

３ 平成２５年５月１６日付け役員の報酬等に関する規程並びに評議員及び役員

の職務遂行費用規程は、この規程の施行日をもって廃止する。


